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令和５年第７回木島平村教育委員会定例会会議録 
   

 

 

１ 開催日時   令和５年７月２７日（木）１５：００～１６：４２ 

 

 

２ 場  所   木島平村役場 議員控室 

 

 

３ 出  席   教育長職務代理者   角田 道夫 

委     員   月岡 英彦 

委    員   芳川 文子 

委    員   梅嵜 舞子 

 

４ 欠  席   教 育 長   関  孝志 

 

５ 出席した事務局職員 

         子育て支援課長   島﨑かおり 

生涯学習課長   髙木 良男 

子育て支援係長   芳川  誠 

生涯学習係長   湯本  敦 
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１ 開  会  午後３時 

 

２ 本日の議事進行について 

 関教育長が欠席のため、地方教育行政の組織および運営に関する法律第１３条第２項の規

定により、教育長職務代理者の角田委員に議事進行を務めていただく旨、島﨑子育て支援課

長が説明した。  

 

３ 前回会議録朗読承認（署名） 

令和５年６月２８日開催の令和５年第６回木島平村教育委員会定例会会議録について、島 

﨑子育て支援課長が朗読し出席委員全員が内容を確認のうえ、承認し署名した。 

 

４ 教育長報告 

〇７月１０日開催の村校長園長会時に関教育長が小中学校長保育園長等に指示した事 

項について、角田教育長職務代理者が説明した。  

（１）はじめに 

・夏休み中に、「あなたは何をしますか？」問い掛けを！ 

（２）学校運営について 

・働き方改革について 

・授業に係る目標と学校教育目標を実現させるには 

～目指す子ども像を具体的に描こう～ 

・令和 4年度修学旅行に関する調査から 日本教育新聞 

（３）教育情報 

・協働する研究のデザイン 

・子どもたちのための授業づくり 

・認知のつまずき理解して支援を！ 

・ＩＣＴ教育の効用 

  （４）木島平型教育 

    ・６月１５日（木）木島平小学校の授業を参観された佐藤学先生のご指摘から 

 

〇 ７月２７日（木）教育委員会定例会資料 

（１）保育園・小学校・中学校 ７月の園・学校生活の重点 

（２）子どものための授業づくり 

（３）学校における働き方改革の推進 

令和４年度木島平小・中学校の教職員の勤務時間状況 
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５ 議事 

 （１）議案第20号について  

 

角田教育長

職務代理者 

 

 

島﨑課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

芳川係長 

 

 

角田教育長

職務代理者 

 

教育委員 

 

角田教育長

職務代理者 

 

 

それでは議事に入らさせていただきます。（１）議案第 20号資料１ 

です。よろしくお願いします。 

 

 

資料１の議案第 20号、令和５年度木島平村一般会計補正予算第３号 

についてです。こちらは同意をお願いするものになりますが、７月 31

日の臨時議会で上程している議案になります。資料の補正予算書をお

開きください。概要説明をさせていただきますが、１ページめくっただ

き歳入歳出それぞれ 2,800万円ほど追加して総額を 37億 6,300万円ほ

どにする補正予算でございます。今回は地方創生臨時交付金を活用し

た補正が主になりまして、国庫支出金として補正額に 2,300 万円とな

っております。子育て支援課に関わる部分は県の支出金関係になりま

す。237万 3,000円のうち 150万円ほど補正をお願いするものでござい

ます。詳しい内容については、芳川係長から説明いただきますのでよろ

しくお願いします。 

 

 

  〇令和４年度木島平村一般会計補正予算（第３号）について 

   （説明） 

 

今の給付金の関係になりますが、何かご質問ありますか。 

 

  

   （特段質問なし） 

 

よろしいでしょうか。それでは、議案第 20号については、提案どお 

りとしたいと思います。議事は以上であります。 

 

 

 

 

６ 協議 

 （１）令和４年度決算概要並びに令和４年度事業実績及び主要施策の成果について 
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角田教育長

職務代理者 

 

 

島﨑課長 

 

 

角田教育長

職務代理者 

 

島﨑課長 

 

 

 

 

 

 

 

芳川係長 

 

湯本係長 

 

 

角田教育長

職務代理者 

 

 

梅嵜委員 

 

 

 

髙木課長 

 

角田教育長

職務代理者 

 

芳川係長 

次に５番の協議に移らさせていただきます。まず（１）令和４年度 

決算概要、資料２並びに令和４年度事業実績及び主要政策の成果、資料

３について、併せて説明をお願いします。 

 

  〇令和４年度決算概要について（説明） 

 

 

  続いて、令和４年度主要施策の成果をお願いします。 

 

 

  令和４年度の一般会計、特別会計の決算審査がこの１週間、村の監査 

委員により行われております。昨日は子育て支援課、明日は生涯学習課

が予定されておりますので、教育委員会定例会でも説明をさせていた

だきたいと思います。この決算審査を経て、９月議会に上程し、承認を

お願いすることになっております。それぞれ詳しい内容については、芳

川係長、湯本係長から説明させていただきます。 

 

 

  〇令和４年度子育て支援課に係る主要施策の成果について（説明） 

 

  〇令和４年度生涯学習課に係る主要施策の成果について（説明） 

 

 

ありがとうございました。ご質問、意見含めてございましたらお 

願いします。 

 

 

ここで適切な発言かわかりませんが、ケヤキの森公園の馬曲川のと 

ころはこの時期は、結構子どもたちが水遊びをしていますが、草がすご 

いので草刈りとかやっていただけないでしょうか。 

 

こちらは建設課の所管となりますので申し伝えたいと思います。 

 

木島平型教育づくり事業の中で、広島平和学習については「内容を見 

直す」とありますが、今年はどうするのか決まっていますか。 

 

今まで村単独で実施しておりましたが、今年は野沢温泉村の中学生 
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角田教育長

職務代理者 

 

 

 

島﨑課長 

 

 

 

 

 

角田教育長

職務代理者 

 

 

島﨑課長 

 

 

角田教育長

職務代理者 

 

芳川委員 

 

 

 

 

 

 

島﨑課長 

 

 

 

 

 

 

と一緒に実施する計画です。 

 

放課後子ども教室推進事業で「令和５年度からアドバンスタイムを 

導入した」とありますが、アドバンスタイムに全部変更になるというこ 

とですか。それとも内容に「おもしろ科学・工作」とかありますので、 

一部をアドバンスタイムに移行するということですか。 

 

放課後子ども教室につきましては、これまで放課後の時間を利用し 

て希望者する３年生以上を対象に実施しておりましたが、一部の児童

になってしまいましたので、今年度から４年生以上の全員児童対象に、

毎週月曜日の６時間目を利用して学習の振り返りするアドバンスタイ

ムを位置付けております。 

 

これは、関教育長から前に報告いただいたアドバンスタイムのこと 

ですね。子ども教室推進事業で「学習教室を開設して」とありますが、 

これはもう全部アドバンスタイムの方に移行するという意味ですか。 

 

全部アドバイスタイムに移行し、放課後子ども教室は今のところは 

一時中止をしております。 

 

その他ございますか。 

 

 

この間、放課後児童クラブの見学に行ってきました。複数回行かない 

と様子がわからないと思うのですが、支援員の配置について、利用希望 

者の中に例えば支援学級を利用している児童が利用希望した場合の対 

応はどのようになっていますか。もしかしたら安心安全の時間を確保 

するために、支援員の増員とか専門知識のある人が必要ではないかと 

思いますがいかがですか。 

 

今、放課後児童クラブの常勤スタッフは４人おります。室長１人、学

習指導員 1人、補助員２人、その他代替で２人おります。基本的には児

童 40人に職員２人の配置基準となっておりますので、人数的には足り

ている状況ですが、支援の必要な児童については、去年の冬休みや春休

みの間、県のスクールソーシャルワーカーの方に来られる範囲で入っ

ていただいて対応いただきました。今年度の夏休みについては、利用希

望がございませんでしたので、今の体制で対応ができています。ただ、
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芳川委員 

 

支援が必要なお子さんがいる場合は学校、教育委員会等でも協議し支

援員が必要であれば募集する方向でおりました。 

 

利用しない理由は何でしょうか。 

 

島﨑課長 

 

 

角田教育長

職務代理者 

 

湯本係長 

 

 

 

角田教育長

職務代理者 

 

湯本係長 

 

髙木課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

角田教育長

職務代理者 

 

髙木課長 

 

 

 

角田教育長

ご家庭から子どもも大きくなり、自分で家にいられるということで

利用申し込みはありませんでした。 

 

よろしいですか。夏まつりや村民祭の見直しが必要だという方向性 

が出ていますが、これは今年度どうするか決まっていますか。 

 

今年度つきましては、今まで中央グラウンドをメイン会場に行って 

おりましたが、会場を変えて中央グラウンドと芝生広場の間の駐車場

をメイン会場に計画しています。 

 

駐車場で何をやるのですか。 

 

 

駐車場の入口のところに出店、奥の方で盆踊り行います。 

 

夏まつりは、今まで各地区の皆さんにお願いをして連を組んでいた 

だいたり、山車を作っていただきいろいろやってきたのですが、実はそ

れは地区の皆さんに負担がかかっているということです。村の第７次

振興計画に関わって、昨年の冬に村民アンケートを実施しまして、その

中で特に教育委員会関係の行事については非常に評判が悪いという結

果が出ました。こちらの方でも検討して、住民の意に添うような形で見

直し、今回の夏まつりやこれから迎える村民運動会でも大幅に変更し

て実施する予定です。 

 

ちなみに運動会はどうなるのですか。 

 

 

今年は運動会はやりませんが、春に行われた村民スポーツフェステ 

ィバル同様の形で、若干、趣向を変えて行います。みんながグラウンド

に集まるような形はとらない予定です。 

 

もう一点いいですか。図書館の関係ですが、県全体でレジデジタル図 
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職務代理者 

 

 

 

書館の運用を始めているということですが、木島平村での利用状況は

わかりますか。急がなくてよいのですが、どのぐらい利用されているか

状況をまた教えていただきたいと思います。評判は良いですか。 

髙木課長 

 

 

 

角田教育長

職務代理者 

 

芳川係長 

 

角田教育長

職務代理者 

 

 

 

 

 

 

 

 

芳川係長 

 

芳川委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

島﨑課長 

長野県全体がデジタル図書館にしていくという話が、まだ住民の皆 

さんにはしっかり浸透してないとい状況です。これから時間をかけて、

全部の市町村がそういうふうになっていくと思います。 

 

小中学生は、個人個人タブレットを持っていますが、デジタル図書 

館の利用は可能ですか。 

 

まだそこまではいってない状況です。 

 

図書館はあらゆる図書がそろっているのが理想ですが、木島平村の 

図書館２万何千冊とはいえ、そうそうそろっている状況ではありませ 

ん。それを一気に増やすことは無理な話ですので、やはり時代の流れと 

してはデジタル図書館を利用できる環境、ツールがあるのなら児童生 

徒にもぜひ推奨すべきではないかと思います。予算制約も物理的な距 

離からも図書館に通えない、借りるものがないという状況を変えるに 

は、デジタルしかないと思います。実情、借りたい本が手に入らないと 

いうことを解決する手法としては非常に有効だと思います。ぜひお願 

いしたいと思います。 

 

  確認したいと思います。 

 

一つよろしいですか。小学校の入学お祝い金事業はありますが、中 

学校はないのでしょうか。中学校は制服代とかいろいろなものを揃え 

るのにすごくお金がかかります。小学校だけ 10万円で、中学校はどう 

してないのだろうと思っています。ジェンダーレス制服になると値段 

が上がると思いますし、そこに絡めてジェンダーレス制服になるのな 

ら、水着はどうなっているのか、ジェンダーレス水着のことを考えたり 

しないのか、ジェンダーレス水着も普通の水着より少し高いですが、そ 

ういうところにまで、子どもたちや大人の視点が広がっていくのがよ 

いと思います。その際、購入費用がかかってきますので、中学生にもお 

祝い金事業を引き続きどうなのかと思いました。 

 

お祝い金事業は去年からの新規事業です。議会の一般質問でも中 
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梅嵜委員 

 

 

角田教育長

職務代理者 

学校の方がお金かかるので考えられないかという質問をいただきまし

た。小学校の入学祝い金については、義務教育のスタートのお祝いとい

う意味で始めさせていただきました。中学校の入学祝い金についてど

うするかはっきりは申し上げられませんが、長い子育て期の中でどこ

にどんな子育て支援策が効果的か検討も必要かと思っています。水着

の件は学校からは特に話はないです。 

 

いただけるものはすごく嬉しいのですが、制服代として村から出し 

ていただくのもいいのかなと思います。 

 

他にはよろしいですか。ただいまの決算概要それから事業実績、主要 

施策の成果については、協議ということとさせていただきたいと思い

ます。 

 

 

 

 

 （２）行事等の共催後援の承認について 

   ・令和５年度信州学びの会第５回研修会 

 

角田教育長

職務代理者 

 

島﨑課長 

 

 

 

 

 

 

角田教育長

職務代理者 

 

委員全員 

 

角田教育長

職務代理者 

協議の（２）行事等の共催後援の承認についてお願いします。 

 

 

〇令和５年度信州学びの会第５回研修会の後援について（説明） 

行事名：令和５年度信州学びの会第５回研修会 

申請者：信州学びの会 会長 樋口由照 

日 時：令和５年９月２３日（土）９時３０分から 

会 場：木島平村農村交流館 

 

 

それでは、令和５年度信州学びの会の研修会に関する後援依頼であ 

りますが、ご意見ございますか。 

 

  （特段質問なし） 

 

よろしいでしょうか。後援するということで承認とさせていただき

ます。 
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７ 報 告 

（１）島﨑子育て支援課長が、後援申請のあった「木島平こどもカフェ」「令和５年度地域

ぐるみの共有フォーラム」「第 62回長野県中学校総合体育大会冬季大会スキー競技

会」「ぶんしっし講座」「親子孫で<たのしい仮設実験>講座《30倍の世界》」「大道

仮設実験講座《どっか～ん》」の６件について、教育長専決により後援承諾した旨報告

した。 

（２）島﨑子育て支援課長が、保育園及び小中学校の状況について報告した。 

 

８ その他 

（１）当面の日程（諸行事・会議等） 

・島﨑子育て支援課長が、当面の諸行事・会議等の説明をした。また次回の定例会につ 

いて８月２２日（火）の午後３時から開催することを説明した。 

・島﨑子育て支援課長が、教育委員による事業提案に向けたスケジュールについて説明し 

た。 

 

 

９ 閉 会  午後４時４２分 

 

角田教育長職務代理者が閉会を宣言した。 

 

  


